
 
 
（趣 旨 ） 

 
神 栖 市 有 料 広告 掲 載 基 準 

第１ 条 こ の 基準 は 、神栖 市 有 料 広 告掲 載 要 項 第 ３条 の 規 定 する 基 準 と し て定 

め る も の で あり 、広告 媒 体 への 広 告 掲 載 の可 否 は 、こ の基 準に 基 づ き判 断を 

行 う も の と する 。 

（広 告 全 般 に 関す る 基 本 的 な考 え 方 ） 

第２ 条 市 の 広告 媒 体 に 掲 載す る 広 告 は 、社 会 的 に信 用 度 の 高い 情 報 で な けれ 

ば な ら な い ため 、広告 内 容 及び 表 現 は 、そ れ にふ さ わ しい 信用 性 と 信頼 性を 

持 て る も の でな け れ ば な らな い 。 

（個 別 の 基 準 ） 

第３ 条 こ の 基準 に 規 定 す るも の の ほ か 、広 告 媒 体 の性 質 に 応 じて 、広 告 内容 

及 び デ ザ イ ン等 に 関 す る 個別 の 基 準が 必要 な 場 合は 、別途 基準 を 作 成す るこ 

と が で き る 。 

（規 制 業 種 又 は事 業 者 ） 

第４ 条 次 に 定め る 業 種 又 は事 業 者 の 広 告は 掲 載 しな い。 

(1) 風 俗 営 業 等の 規 制 及 び業 務 の 適正 化 等 に 関 する 法 律 （ 昭 和 23 年 法律 第 

122 号 ） の 適 用を 受 け る業 者 

(2) 風 俗 営 業類 似 の 業種 

(3) 消 費 者 金融 

(4) た ば こ 

(5) ギ ャ ン ブル に か かる もの 

(6) 規 制 対 象と な っ てい ない 業 種 にお い て も 、社 会 問 題を 起こ し て いる 業種 

や 事 業 者 

(7) 法 律 の 定め の な い医 療類 似 行 為を 行 う 施 設 

(8) 民 事 再 生法 及 び 会社 更生 法 に よる 再 生 ・ 更 生手 続 中 の 事 業者 

(9) 占 い 、 運勢 判 断 に関 する も の 

(10) 興信 所 ・ 探 偵 事務 所 等 

(11) 結婚 相 談 所 等 （国 又 は 地方 公 共 団 体 が実 施 又 は 助成 す る も の を除 く ） 

(12) その 他 、 市 長 がふ さ わ しく な い と 判 断し た も の 

（掲 載 基 準 ） 

第５ 条 次 に 定め る も の は 、広 告 媒 体 に 掲載 し な い。 

(1) 次 の い ずれ か に 該当 する も の 

ア 人権 侵害 、 差 別、 名誉 毀 損 のお そ れ が あ るも の 

イ  法 律 で 禁止 さ れ て いる 商 品 、無 認 可 商 品及 び 粗 悪品 など の 不 適切 な商 

品 又 はサ ービ ス を 提供 す る も の 

ウ 他を ひぼ う 、 中傷 又は 排 斥 する も の 

エ　第三者の著作権、財産権、プライバシー等の権利を侵害するおそれがある 

　もの 

オ 市の 広告 事 業 の円 滑な 運 営 に支 障 を き た すも の 

カ 公の 選挙 又 は 投票 の事 前 運 動に 該 当 す る もの 

キ 宗教 団体 に よ る布 教推 進 を 主目 的 と す る もの 



 
ク  非 科 学 的又 は 迷 信 に類 す る もの で 、利用 者 を 惑わ せ た り 、不 安を 与え 

る お それ のあ る も の 

ケ 社会 的に 不 適 切な もの 

コ 国内 世論 が 大 きく 分か れ て いる も の 

(2) 消 費 者 被害 の 未 然予 防及 び 拡 大防 止 の 観 点 から 適 切 で な いも の と し て 、 

次 の いず れか に 該 当す るも の 

ア  誇大 な表 現 （ 誇大 広告 ） や 根拠 の な い 表 示、 誤 認 を 招 くよ う な 表 現 

例 ：「 世 界 一 」 「一 番 安 い 」 等 

イ 射幸 心を 著 し くあ おる 表 現 

例：「 今 が・これ が 最 後 の チャ ン ス（ 今 購入 し な いと 次は な い とい う意 

味 ） 」 等 

ウ 虚偽 の内 容 を 表示 する も の 

エ 法令 等で 認 め られ てい な い 業種 ・ 商 法 ・ 商品 

オ 国家 資格 等 に 基づ かな い 者 が行 う 療 法 等 

カ 責任 の所 在 が 明確 でな い も の 

(3) 青 少 年 保護 及 び 健全 育成 の 観 点か ら 適 切 で ない も の と し て、次 のい ずれ 

か に 該当 する も の 

ア  水 着 姿 及び 裸 体 姿 等で 広 告 内容 に 無 関 係 で必 然 性 の な いも の 。た だし 、 

出 品 作品 の一 例 ま たは 広 告 内 容に 関 連 す る 等、表 示す る必 然 性 があ る場 

合 は 、そ の都 度 適 否を 検 討 す るも の と す る 

イ 暴力 や犯 罪 を 肯定 し助 長 す るよ う な 表 現 

ウ 残酷 な描 写 な ど、 善良 な 風 俗に 反 す る よ うな 表 現 

エ 暴力 又は わ い せつ 性を 連 想 ・想 起 さ せ る もの 

オ ギャ ンブ ル 等 を肯 定す る も の 

カ 青少 年の 人 体 ・精 神・ 教 育 に有 害 な も の 

キ　インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関す 

る法律（平成１５年法律第８３号）第２条第２号に規定するインターネット 

　異性紹介事業に該当するもの 

(4) そ の 他 、市 長 が ふさ わし く な いと 判 断 し た もの 

（広告のリンクに 関 す る 基 準） 

第６ 条　市の広告媒体への広告に関しては、その掲載する広告だけでなく、当該広告が

リンクしているウェブページ及び SNS 等の内容についても、この基準を適用する。 
（広 告 表 示 内 容に 関 す る 個 別の 基 準 ） 

第７ 条 具 体 的な 表 示 内 容 等に つ い て は 、掲 載 の 都 度、当 該 広告 媒 体 主 管 部局 

が 次 の 各 項 目に つ い て 検 討し 、 判 断す るこ と と する 。 医 療 、 老人 保 健 施 設 、 

選 挙 、墓 地 等 に 関 する 表 示 内 容 及び 消 費 者 関 連法 に 基 づく 表示 基 準 につ いて 

は 、当 該 広 告媒 体 主 管課 が直 接 、事 務 を 担 当 する 部 局 と 協 議の 上 、内容 の訂 

正・削除 等 が 必要 な場 合 に は広 告 主 に 依 頼す る こ と とす る 。広 告 主 は正 当な 

理 由 が あ る 場合 以 外 は 訂 正・ 削 除 等に 応じ な け れば な ら な い 。 



 
１ 語 学 教 室 等 

安 易 さ や 授 業料 ・ 受 講 料 の安 価 さ を強 調す る 表 現は 使 用 し な い。 

例 ： 一 か 月 で確 実 に マ ス ター で き る 等 

２ 学 習 塾 ・ 予備 校 等 （ 専 門学 校 を 含 む 。） 

(1)合 格 率 な ど 実績 を 載 せ る 場合 は 、 実績 年も あ わ せて 表 示 する 。 

(2)通信教育、講習会、塾又は学校類似の名称を用いたもので、その

実態、内容、施設が不明確なものは、広告掲載してはならない。 

３ 資 格 講 座 

(1) 民 間 の 講 習業 者 が「 労務 管 理 士 」な ど の名 称 で 資 格講 座 を 設け 、そ れが 

あた か も 国 家 資格 で あ り 、各 企業 は 労 務 管 理士 を 置 かな けれ ば な らな いと 

いう 誤 解 を 招 くよ う な 表 現は 使 用 しな い。下記 の 主 旨を 明確 に 表 示す るこ 

と。 

「 こ の資 格は 国 家 資格 では あ り ませ ん 。 」 

(2) 「 行 政 書 士 講座 」な ど の 講座 に は 、そ の 講座 だ け で国 家資 格 が 取れ ると 

い うよう な紛ら わしい 表現は 使用し ない 。下記 の主旨 を明確 に表示 する こ

と 。 

「資 格 取 得 に は、 別 に 国 家試 験 を 受 け る必 要 が あり ま す 。 」 

(3) 資 格 講 座 の募 集 に 見 せ かけ て 、商 品 及 び 材料 の 売 りつ けや 資 金 集め を目 

的 と し て い るも の は 掲 載 しな い 。 

(4) 受 講 費 用 が すべ て 公 的 給付 で ま かな える か の よう に誤 認 さ れる 表 示 は 

し な い。 

４ 病 院 、 診 療所 、 助 産 所 

(1) 医 療 法(昭和 23 年法律第 205 号) 第 6 条 の 5 又は 第 6 条 の 7 の規 定 に より 

広告 で き る事 項以外は 、 一 切 広 告で き な い 。 

(2) 提 供 す る 医療 の 内 容 が 他の 医 療 機関 等と 比 較 して 優 良 で ある 旨 を 広 告し

て は な ら な い。 

(3) 提供 する 医 療 の内 容 に 関 し て虚 偽 又 は 誇 大な 広 告 を 行っ て は な ら ない 。 

(4) 広 告 す る 治療 方 法 に つ いて 、疾 病 等 が 完 全に 治 癒 され る旨 等 そ の効 果を 

推測 的 に 述 べ るこ と は で きな い 。 

(5) 写 真 や イ ラス ト に つ い ては 、当 該病 院 の もの や、医療 に関 し な いも のな 

どは 広 告 可 能 であ る が 、医 療 法の 規 定 に よ り広 告 で きる 事項 以 外 は広 告で 

きな い 。 

(6) マ ー ク を 用い る こ と は でき る が 、そ の マ ーク が 示 す内 容を 文 字 等に より 

併せ て 表 記 し なけ れ ば な らな い 。赤 十 字 の マー ク や 名称 は自 由 に 用い るこ 

とが で き な い 。 

５ 施 術 所 （ あん 摩 マ ッ サ ージ 指 圧 ・ は り・ き ゅ う・ 柔道 整 復 ） 

(1) あ ん 摩 マ ッサ ー ジ 指 圧 師、は り 師、き ゅ う師 等 に 関す る法 律(昭和 22 年法

律第 217 号) 第 7 条 又は 柔道整復師法(昭和 45 年法律第 19 号)第 24 条の規定

により広告できる事項以外は、一切広告できない。 

(2) 施 術 者 の技 能 、 施術 方法 又 は 経歴 に 関 す る 事項 は 広 告 でき な い 。 



(3) 法 定 の 施 術所 以 外 の 医 療類 似 行 為を 行う 施 設（整 体 院 、カ イ ロ プラ クテ 

ィッ ク 、エ ス テ ティ ック 等 ）の 広 告 は掲 載 で き な いた め 、業 務 内 容の 確認 

は必 ず 行 う 。 

６  い わ ゆ る 健康 食 品 、保健 機 能 食品 、特 別用 途 食 品 広 告を 掲 載 す る 事業 者 は 、 

公 正 取 引 委 員会 で 広 告 内 容に つ い ての 了解 を 得 るこ と 。 

７  介 護 保 険 法(平成 9 年法律第 123 号)に 規 定 す る サー ビ ス ・ そ の他 高 齢 者

福 祉サ ー ビ ス等  

(1) サ ー ビ ス全 般 （ 老人 保健 施 設 を除 く ） 

ア  介 護 保 険の 保 険 給 付対 象 と なる サ ー ビ ス とそ れ 以 外 の サー ビ ス を 明 

確 に区 別 し 、 誤 解を 招 く 表 現 を用 い な い こ と。 

イ  広 告 掲 載主 体 に 関 する 表 示 は、 法 人 名 、 代表 者 名 、 所 在地 、 連 絡 先 、 

担 当者 名 等 に 限 る。 

ウ  そ の 他 、サ ー ビス を 利 用 す るに 当 た っ て 、有 利 であ ると 誤 解 を招 くよ 

う な表 示 は で き ない 。 

例： 神 栖市 事 業 受 託事 業 者 等 

(2) 有 料 老 人ホ ー ム 

(1) に規 定す る も のの ほ か 、 次 に規 定 す る 基 準を 満 た す こと 。 

ア  厚 生 労 働省「 有料 老 人 ホ ー ム設 置 運 営 標 準指 導 指 針 」に 規 定 する 事項 

を 遵守 す る こ と 。 

イ 所管 都 道 府 県 の指 導 に 基 づい た も の で ある こ と 。 

ウ  公 正 取 引委 員 会 の「 有 料 老 人ホ ー ム 等 に 関す る 不 当 な 表示 （ 平 成 16 

年 度公 正 取 引 委 員会 告 示 第 ３ 号） 」 に 抵 触 しな い こ と 。 

(3) 有 料 老 人ホ ー ム 等の 紹介 業 

ア  広 告 掲 載主 体 に 関す る 表 示 は、 法 人 名 、 代表 者 名 、 所 在地 、 連 絡 先 、 

担 当者 名 等 に 限 る。 

イ その他利用に当たって有利であると誤解を招くような表示はできない。 

８ 不 動 産 事 業 

(1) 不 動 産 事 業者 の 広 告 の 場合 は 、名 称 、所 在地 、電 話番 号 、認 可 免許 証番 

号等 を 明 記 す る。 

(2) 不 動 産 売 買や 賃 貸 の 広 告の 場 合 は、取引 様態 、物 件 所 在地 、面 積、建築 

月日 、 価 格 、 賃料 、 取 引 条件 の 有 効期 限を 明 記 する 。 

(3)「不 動 産 の 表 示に 関 す る公 正 競 争 規 約」 に よ る 表 示規 制 に 従 う 。 

(4) 契 約 を 急が せ る 表示 は掲 載 し ない 。 

例 ： 早い 者勝 ち 、 残り 戸数 あ と わず か 等 

９ 弁 護 士 ・ 税理 士 ・ 公 認 会計 士 等 

掲 載 内 容 は 、名 称 、 所 在 地及 び 一 般的 な事 業 案 内等 に 限 定 す る。 

10 旅 行 業 

(1) 登 録 番 号、 所 在 地、 補償 の 内 容を 明 記 す る 。 

(2) 不 当 表 示に 注 意 する 。 

例 ： 白夜 でな い 時 期の 「白 夜 旅 行」 、 行 程 に ない 場 所 の 写真 等 

11 通 信 販 売 業 

返 品 等 に 関 する 規 定 が 明 確に 表 示 され てい る こ と。 



 
 
12 労 働 組 合 等一 定 の 社 会 的立 場 と 主張 を持 っ た 組織 

(1) 掲 載 内 容は 、 名 称、 所在 地 及 び一 般 的 な 事 業案 内 等 に 限定 す る 。 

(2) 出 版 物 の 広告 は 、主 張 の展 開 及 び 他 の団 体 に 対し て 言 及（批 判 、中 傷 等） 

する も の は 掲 載し な い 。 

13 質 屋 ・ チ ケッ ト 等 再 販 売業 

(1) 個 々  の 相場 、 金 額等 の表 示 は しな い 。 

例 ： ○○ ○の バ ッ グ 50,000 円 、 航空 券 東 京 ～ 福 岡 15,000 円 等 

(2) 有 利 さ を誤 認 さ せる よう な 表 示は し な い 。 

14 規 制 業 種 の企 業 に よ る 規制 業 種 に関 する も の 以外 の内 容 の 広告 

本基 準 第 ４ 条 で定 め る 規 制 業種 に 該 当 す る企 業 に よる 、規 制業 種 に 関連 する 

もの 以 外 の 内 容の 広 告 は 、本 基 準に 定 め ら れ た規 制 の 範囲 内で そ の 掲載 を認 

める 。 

15  そ の 他 、 表示 に つ い て 注意 を 要 する こと 

(1) 割 引 価 格の 表 示 

割 引 価格 を表 示 す る場 合、 対 象 とな る 元 の 価 格の 根 拠 を 明示 す る こ と 。 

例 ： 「メ ーカ ー 希 望小 売価 格 の 30％ 引 き 」 等 

(2) 比 較 広 告（ 根 拠 とな る資 料 が 必要 ） 

主 張 する 内容 が 客 観的 に実 証 さ れて い る こ と 。 

(3) 無 料 で 参加 ・ 体 験で きる も の 

費 用 がか かる 場 合 があ る場 合 に は、 そ の 旨 明 示す る こ と 。 

例 ： 「昼 食代 は 実 費負 担」 、 「 入会 金 は 別 途 かか り ま す 」等 

(4) 責 任 の 所在 、 内 容及 び目 的 が 不明 確 な 広 告 

広 告 主 の 法 人格 を 明 示 し 、法 人名 を 明 記す る。また 、広 告 主 の所 在 地 、連 

絡 先 の 両 方 を明 示 す る 。連 絡 先 に つ いて は  電 話番号とする。ま た、法人 

格 を 有 し ない 団 体 の 場合 に は 、責 任の 所在 を 明 ら か に する た め に 、 代表 

者氏 名 を明 記す る 。 

(5) 肖 像 権 ・著 作 権 

無 断 使用 がな い か 確認 をす る 。 

(6) 宝 石 の 販売 

虚 偽 の表 現に 注 意 （公 正取 引 委 員会 に 確 認 の 必要 あ り 。 ） 

例 ： 「 メ ー カー 希 望 価 格 の 50％ 引 き」 (宝石 に は 通 常 、メ ー カ ー 希 望価 

格 は な い ) 等 

(7) 個 人 輸 入代 行 業 等の 個人 営 業 広告 

(8) ア ル コ ール 飲 料 

ア  20 歳未満の 飲 酒禁 止 の 文 言を 明 確 に 表 示す る こと　 

例 ：「 お 酒 は 20 歳を 過 ぎ て か ら」 等 

イ 飲酒 を 誘 発 す るよ う な 表 現の 禁 止 

例 ：お 酒 を 飲 ん でい る ま た は 飲も う と し て いる 姿 等


